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Ｆ－１．一時金（賞与）の不支給 

 

 

 

 

 

  

 

【答】 一時金（賞与）について、会社の就業規則で支給時期と額の決定方法などが

定められている場合や、労働組合との間で労働協約が結ばれている場合には、

使用者側が一方的に一時金を支給しないというような変更は許されません。た

だし、「会社業績の著しい低下などがある場合には支給しない。」旨の定めがあ

るときには、不支給でもやむを得ない場合もあります。 

 しかし、その際に、使用者は会社の経営状況について、具体的な資料を提示

して、労働組合および労働者が納得できるよう説明し、合意することが必要と

なります。一時金は、功労報奨的性格のみならず、生活補てん的性格も有して

おり、その不支給は、労働者の生活に直接大きな影響を与えますので、労使間

の十分な話し合いが必要となります。 

 

【解説】 賞与（ボーナス、一時金）は、それ自体が法律によって義務づけられたものでは

ありませんが、実際上はかなり普及したものとなっており、通常は半年ごとの支給

期間について、夏季・年末の年２回支給されています。その支給基準や支給要件に

は多様なものがあり、一般には基本給に支給率（月数など）を乗じて算出されます

が、それに出勤率などの勤務状況が加味されたり、賞与支給額の全部または一部が、

使用者の人事考課・査定によって決定されることも多く見られます。 

近年では、成果主義賃金の動向として、目標管理制度と組み合わせ個人の成果や

能力を反映して変動する部分を増大し、さらに企業の業績をより直接的に反映させ

る仕組みが採用される動きも見られます。このように賞与の社会的・経済的機能と

しては、一般に、功労報奨的性格、生活補てん的性格、賃金後払的性格、収益分配

的性格など多様な性質を有しています。 

また、賞与の支給要件や支給時期、計算方法などが、労働契約、就業規則、労働

協約などによって明確になっている場合には労働基準法上の賃金としての性格を有

し、労働基準法第 24条の賃金に関する規制の対象となります。 

ただし、同条２項で、賃金の支払いについて「賃金は毎月１回以上、一定の期日

を定めて支払わなければならない。但し、臨時に支払われる賃金、賞与その他これ

に準じるもので厚生労働省令で定める賃金（第 89条において「臨時の賃金等」とい

う。）については、この限りではない。」とし、賞与については「毎月払い」及び「一

定期日払い」の２原則について適用が除外されています。 

なお、 賞与を支給するか否かや、どのような基準で支給するかなどが就業規則等

に規定がなく、もっぱら使用者の任意であると捉えられる場合には、任意的恩恵的

給付であって労働基準法上の賃金ではないので、支給がない時期等が生じてもやむ

を得ない場合があります。 

 

【問】 会社の業績悪化を理由として、就業規則の規定にかかわらず「夏の一時金（賞

与）は支給しない。」といわれました。このような理由から、一時金がもらえ

ないというのは仕方のないことでしょうか。 
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Ｆ－２．賞与の支給日在籍要件 

 

 

 

 

 

  

 

 

【答】 賞与（ボーナス）の支給対象者などは、原則として当事者間で自由に定める

ことができます。支給日に在籍している者に対し支給するということが、就業

規則などで明確に定められていたり、従来からの慣行になっている場合には、

算定期間（支給対象期間）に勤務していても、支給日に在籍しないことを理由

に、支給しなくても差し支えないとされています。 

支給日在籍が支給条件という規定や慣行がないと認められる場合には、支給

日に在籍しなくても、他の要件を満たしていれば支給を求めることができます

ので、まず、会社の就業規則などについて確認してみてください。 

 

【解説】 退職日を労働者本人が選ぶことのできる自主退職の場合は、支給日在籍を要件と

する規定や慣行があれば、支給日に在籍しないことを理由に賞与を支給しなくても

差し支えないとされています。また、裁判例では、退職日を自ら選ぶことのできな

い定年退職者についても適法としたものがあり、支給日在籍要件を有効とする傾向

にあります。 

 

≪定年退職者に対する支給日在籍要件を有効とした裁判例≫ 

会社の給与規程には、賞与の支給日、支給対象期間、支給日現在に在籍している者

に支給すること等が定められており、賞与支給日の 10 日前に定年により退職した者

には賞与が支給されなかったことに対して賞与の支給を求めた事件で、「賞与の受給

資格者につき支給日現在在籍していることを要するとするいわゆる支給日在籍要件

は、受給資格者を明確な基準で確定する必要から定められているものであり、十分合

理性はあると認められる。…賞与の前記性質及び支給日在籍要件も給与規程に明記さ

れていることからすれば、支給対象期間経過後支給日の前日までに退職した者に不測

の損害を与えるものとはいえないし、支給日在籍者と不在籍者との間に不当な差別を

設けるものということもできない。」として、賞与の支給日に在籍していないことを

理由に、これを支給しなかった会社の措置は正当であるとしました（東京地裁判決 

平 8.10.29 カツデン事件）。 

 

【問】 事情があって、５月いっぱいで会社を退職しようと考えています。この話を

先輩にしたところ、「５月末に退職するのなら、６月のボーナスはもらえない。」

と言われました。ボーナスの算定期間は 12月から５月までなのですが、私の

場合は本当にもらえないのでしょうか。 

 


